
地域医療の確保について

国民皆保険のもと、わが国の医療制度は高い保健医療水準を達成し、
北海道・北東北地域においても、へき地医療や救急医療等の各種取組が、
医療の均てん化に大きく寄与してきた。

しかしながら、北海道・北東北地域の医師数は、全国平均に比して大
幅に少ない状況にあることに加え、医師の地域による偏在や小児科、産
婦人科等の特定の分野における医師不足、さらには地域住民のニーズに
対応し、へき地医療や高度・特殊医療等を担っている自治体病院に勤め
る病院勤務医の過重労働など、地域の医師不足は一層深刻化し、まさに
「地域医療崩壊」の危機的状況にある。

こうした中、国においては、医学部入学定員増等の医師確保対策に取
り組むとともに、自治体・医療現場においては、地域医療再生に向けて
新たな取組にも着手しているところであるが、地域医療の確保に当たっ
ては、より実効性のある具体的な対策に早急に取り組むとともに、地域
医療の再生のための総合的な政策の確立、公立病院等（公立病院と同等
の医療機能を担う公的病院等を含む。以下同じ。）への支援及び医師不
足の根本的な解消を図るよう、強く求めるものである。

１ 地域医療を支える公立病院等への配慮
公立病院等は、採算面から、民間による提供が困難な救急医療、へ

き地医療を担うなど地域医療の確保に重要な役割を果たしていること
から、公立病院等の運営に配慮し、地方財政措置の更なる拡充を行う
とともに、次期診療報酬改定は公立病院等の厳しい経営環境を十分に
反映させたものとすること。

２「新医師確保総合対策」等に係る大学医学部における医師養成数増の
恒久化
医師不足を解決するためには、医師の絶対数を増やすことが必要で

あることから、「新医師確保総合対策」等により見直された大学医学
部における医師養成数の増を恒久的な措置とすること。

３ 地域で設定する奨学金制度に対する財政支援の拡充
新医師確保総合対策における医師養成数の増の条件として、都道府

県による奨学金の設定が求められたことなどにより、地方において多
額の財政負担が長期にわたって生じることから、地域で設定する奨学
金制度に対する財政支援を拡充すること。

４ 地域における医師確保
病院、診療所の管理者要件や臨床研修後の義務として、へき地医療

や周産期医療等への従事経験を付加するなど、地域における医師確保
に実効性のある対策を推進すること。



５ 特定診療科の医師不足の解消
医師不足が深刻な特定診療科（小児科、産婦人科等）の診療報酬の

設定にあたり、一層適切な評価を行うとともに、医師臨床研修におけ
る特定診療科の研修のあり方について、今回の制度の見直しによる影
響等を検証し、引き続き必要な見直しを行うなど、特定診療科におけ
る医師の偏在を解消する方策を早急に講じること。

６ 総合医の制度化及び養成
医療の高度化、専門化が進み、地域において総合的な診療能力を備

えた医師が不足していることを踏まえ、地域医療を担う総合医の育成
に向けて、制度化や養成の仕組みづくり等必要な措置を講じること。

７ 勤務医の処遇改善
病院勤務医の離職防止を図り、地域における適切な医療を確保して

いくため、勤務医の処遇改善に向けた国の指針づくり等を進めるとと
もに、診療報酬については、病院への重点的な配分がなされるよう見
直すこと。

８ 女性医師の離職防止や就業支援制度に対する財政支援の拡充
子育て中の女性医師が継続して働くことができるよう夜間及び病児

保育等の充実などに要する経費等に対して、更なる支援拡充を行うこ
と。

９ 臨床教育等における指導医の評価の充実
医師臨床研修の質の向上を図る観点から、診療報酬の加算の拡充な

ど、臨床教育等における指導医の評価を充実すること。

10 医師以外のコメディカルによる医療行為の拡大等
病院勤務医の負担軽減を図るため、医師以外のコメディカルによる

実施可能な医療行為の業務範囲の拡大とその条件の明確化についての
検討を進めること。

11 臨床研修制度による研修医の適正配置の促進
平成 21年度に大幅な改正が行われた臨床研修医制度については、都

市部への研修医の集中が速やかに是正され、医師不足が深刻な地域に
おいて研修医の数が増加するよう、医師不足地域の実情を十分踏まえ
て制度を運用すること。

12 医師不足地域における外国人医師の活用
即効性のある医師確保対策として、日本の医師と同等の医療技術を

もった外国人医師を医師不足地域で活用できるよう、構造改革特区の
創設や規制緩和を検討、実施すること。
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